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１．大規模氾濫減災協議会と流域治水協議会の概要

項目 遠州流域治水協議会
静岡県西部・中東遠地域
大規模氾濫減災協議会

目的

河川の氾濫域等において、流域内のあらゆ
る関係者が流域全体で水害を軽減させる治水

対策「流域治水」を計画的に推進する

「施設では防ぎ切れない大洪水は発生するも
の」と意識を変革し、洪水氾濫による被害を軽
減するためのハード・ソフト対策を総合的かつ

一体的に推進する

関係機関 流域内のあらゆる関係者(国、県、市町、団体) 河川管理者、河川の位置する県・自治体の長

対象範囲 流域全体 河川区域や氾濫域

取組メニュー ハード整備、土地利用規制、流出抑制対策等 治水対策や避難対策、水防活動などソフト対策
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遠州流域治水協議会
静岡県西部・中東遠地域
大規模氾濫減災協議会

目的

　令和元年東日本台風をはじめとした近年の激甚な水害
や、気候変動による水害の激甚化・頻発化に備え、河川
の氾濫域等において、あらゆる関係者が協働して流域全
体で水害を軽減させる治水対策「流域治水」を計画的に
推進するための協議・情報共有を行うこと

　「施設では防ぎ切れない大洪水は発生するもの」へと
意識を変革し、社会全体で洪水氾濫に備える「水防災意
識社会」を再構築するため、関係自治体と国、県が連携
して、静岡県西部・中東遠地域における洪水氾濫による
被害を軽減するためのハード・ソフト対策を総合的かつ
一体的に推進すること

設立根拠法令
根拠法令なし

（取組実効性向上のための「流域治水関連法」あり）
水防法

関係機関 流域内のあらゆる関係者(国、県、市町、団体) 河川管理者、河川の位置する県・自治体の長

対象エリア

【静岡県】
　浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、菊川市、森町
【愛知県】
　設楽町、東栄町、豊根村

【静岡県】
　浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎
市、
　菊川市、森町

対象河川
天竜川水系、菊川水系、都田川水系、
馬込川水系、太田川水系の全河川

天竜川水系、菊川水系、都田川水系、
馬込川水系、太田川水系のうち

規約に規定される河川（全てではない）

検討対象範囲 流域全体 河川区域や氾濫域など川沿い

取組メニュー ハード整備、土地利用規制、流出抑制対策等 治水対策や避難対策、水防活動などソフト施策

対象とする
洪水規模

戦後最大規模等の洪水 想定最大規模の洪水
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①  水防災意識社会再構築ビジョン 平成27年12月10日(答申)

国協議会の設立
平成28年8月1日(菊川)

平成28年8月29日(天竜川下流)

県協議会の設立
平成29年1月31日(中東遠)

平成29年2月7日(西部)

③ 水防法の改正
平成29年2月10日(閣議決定)

平成29年5月19日(公布)

④
「水防災意識社会」の再構築に

向けた緊急行動計画

平成29年1月(答申)

平成29年6月20日(とりまとめ)

⑤
協議会の統合

大規模氾濫減災協議会の開催

平成30年5月16日

(第1回協議会)

⑥

流域治水プロジェクトの策定

菊川流域治水協議会の設立

天竜川（下流）流域治水協議会の設立

令和２年７月６日

令和２年７月２０日設立

令和２年９月２４日設立

⑦ 流域治水協議会の統合 令和３年８月５日発足

⑧ 流域治水関連法 令和３年11月1日施行

⑨

流域治水プロジェクトと連携

大規模氾濫減災協議会の開催

遠州流域治水協会の開催

令和4年3月15日

（第２回協議会）

②

水防災意識
社会再構築
ビジョン

菊川
水防災協議会
取組方針:H28.8.1

天竜川下流
水防災協議会
取組方針:H28.8.29

西部地域豪雨災
害減災協議会

取組方針:H30.2.14

中東遠地域豪雨
災害減災協議会
取組方針:H30.2.9

静岡県西部・中東遠地域大規模氾濫減災協議会
取組方針:H30.5.16

静岡県西部・中東遠地域大規模氾濫減災協議会
取組方針:R4.3.15

流域治水
プロジェクト

水防法
の改正

緊急行
動計画

協議会の統合

【 凡 例 】
会議体の推移
会議体への影響
取組方針への影響

菊川
流域治水協議会
取組方針:R2.7.20

天竜川下流
流域治水協議会
取組方針:R2.9.24

遠州流域治水協議会
取組方針:R3.8.5

遠州流域治水協議会
取組方針:R4.3.15

グリーンイ
ンフラ取組

連携



浜松市
磐田市
掛川市
袋井市
菊川市
森町

浜松土木事務所
袋井土木事務所

西部農林事務所
中遠農林事務所

新城設楽建設事務所
新城設楽農林水産事務所

気象庁 静岡地方気象台
中部地方整備局 浜松河川国道事務所

（国研）森林研究・整備機構 森林整備センター
静岡水源林整備事務所

農林水産省
林野庁 関東森林管理局 天竜森林管理署

電源開発株式会社 水力発電部 中部支店

遠州鉄道株式会社

天竜浜名湖鉄道株式会社

湖西市
御前崎市

設楽町
東栄町
豊根村

遠州流域治水協議会

静岡県西部・中東遠地域大規模氾濫減災協議会

市町村

危機管理部
経営管理部 西部地域局
健康福祉部 政策管理局
交通基盤部 河川砂防局

静岡県

愛知県

国土交通省

オブザーバー：
中部運輸局、

静岡新聞、スズキ

３．大規模氾濫減災協議会と流域治水協議会の組織体系
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水害リスク情報の

共有による

確実な避難の確保

堤防整備等の

氾濫をできるだけ

防ぐための対策

洪水氾濫による

被害の軽減のため

の水防活動

排水活動等の取組

★◆▲● 確実な避難指示の
発令に向けた取組

★◆▲●☆ 避難指示などを計画
的に関係者が取り組
むための事前行動
計画等の策定

★◆▲● 要配慮者施設における
確実な避難に向けた取組

★◆▲ 水害リスク情報等の
共有に向けた取組

★◆▲● 自主防災体制の強化

★◆▲●☆ 水災害教育の充実

★◆▲● 避難行動を促す取組

★◆▲● 円滑で確実な避難に
資する情報発信

★◆▲●☆ 地域での水防活動の継続
的な実施に向けた取組

★◆▲ 氾濫水を迅速に排水する
ための取組

★◆▲ 流域の市町と河川管理
者が一体となった総合
的な治水対策の推進

★◆▲ 河川における機能の確保

★◆▲ 施設能力を上回る
洪水への対応

★◆▲ 被害軽減のための
迅速かつ的確な水防
活動・排水活動に資
する基盤等の整備

★◆☆ ダムの柔軟な運用

★◆▲ 被害対象を減少させる対策

連携し取組の
更なる強化
推進を図る

被害対象を減少

させるための

対策

被害の軽減・早期

復旧・復興

のための対策

静岡県西部・中東遠地域
大規模氾濫減災協議会

取組方針

★◆▲ 堤防整備、河道掘削や引堤

★◆▲ ダムや遊水地等の整備

★◆▲ 雨水幹線や地下貯留施
設の整備

★■◆☆ 利水ダム等の洪水調
節機能の強化

★■◆▲より災害リスクの低
い地域への居住の誘導

★◆▲水災害リスクの高い工
リアにおける建築物

◆▲●水災害リスク情報空白
地帯の解消

◆▲●中高頻度の外力規模（例え
ば、1/10,1/30など）の浸水
想定、河川整備完了後などの場
合の浸水ハザード情報の提供

遠州流域治水協議会
取組方針

★国土交通省 ■農林水産省 ◆県 ▲市町 ●気象台 ☆民間

両協議会の取組方針について対比整理を行った。なお、減災協議会ではR4.3の取組方針の改定時に、流域治水プロジェクトと連携し取組
の推進強化を図るため、流域治水プロジェクトのソフト対策について、減災協議会取組に追加・更新を行っている。

４．大規模氾濫減災協議会と流域治水協議会の取組方針
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